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○一般財団法人自治体国際化協会定款【抄】

第2章 目的及び事業

(目的)

「自治体の国際化推進を支援すること等を目的とする
自治体の共同組織（一般財団法人）」

※ 「クレア（ＣＬＡＩＲ）」は、自治体国際化協会の英語名「Council of Local Authorities 
for International Relations」の頭文字をとった当協会の略称

ＣＬＡＩＲ（クレア）とは

(目的)
第3条 協会は、地方公共団体を主体とした地域の国際化推進事業の支援並びに諸外国における地方行財政

制度及びその動向の調査研究等を行うとともに、地方公共団体の海外における国際化推進のための活動
に対する支援等を行い、国際化に対応した地域社会の振興及び地方公共団体の人材の養成を図り、もっ
て地方自治の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、本邦及び海外において次の事業を行う。
(1) 地域の国際化に関する情報の収集及び提供
(2) 地方公共団体を主体とした国際間の人的交流に関する支援
(3) 地方公共団体の海外における国際化推進のための活動の支援
(4) 地方公共団体の国際化推進事業に関する調査及び研究
(5) 外国における地方行財政制度及びその動向に関する調査及び研究
(6) 外国における地域活性化のための方策に関する調査及び研究
(7) その他協会の目的を達成するために必要な事業



【沿革】

※基本財産：１億円

（財）自治体国際化協会（クレア）の設立

昭和６１年１０月１日（1986.10.1）設立
国際化推進自治体協議会（旧ＣＬＡＩＲ）

昭和６３年７月１日（1988.7.1）設立
財団法人 自治体国際化協会

平成２６年４月１日
一般財団法人へ移行

・ 全国知事会 ： ２百万円
・ 全国市長会 ： ２百万円
・ 全国町村会 ： １百万円
・ 平成２年度増資：９５百万円

平成元年８月１６日（1989.8.16）合併
財団法人 自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）

財団法人 自治体国際化協会



クレアの組識①

○一般財団法人自治体国際化協会定款【抄】

(事務局)
第46条 協会に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事長が理事会に諮って別に定める。



本 部

総務部

【総務課】
・総合調整

【企画調査課】
・活動支援調整
・海外調査
・情報発信
・職員研修

etc.

交流支援部

【交流親善課】
・自治体間交流支援・助成
・国際会議開催

【経済交流課】
・販路開拓・インバウンド支援
・プロモーション・アドバイザー
・海外自治体から研修生受入
・海外への専門家派遣 etc.

多文化共生部

【多文化共生課】
・多文化共生マネージャー育成
ほか地方職員向け研修
・地方の多文化共生事業助成
・各地への地域国際化推進アド
バイザー派遣
・先進事例共有

etc.

JETプログラム事業部

【調整課】
・自治体とJETのマッチング
・受入団体開拓
・キャリアフェア

【研修・カウンセリング課】
・来日直後・中間・終了前研修
・日本語研修
・カウンセリング etc.

クレアの組識②

ニューヨーク ロンドン パリ シンガポール ソウル シドニー 北京

職

員

職員１４名

（うち国２名、地
方９名、現地ス
タッフ３名）

職員１２名

（うち国１名、地
方７名、現地ス
タッフ４名）

職員１３名

（うち国２名、地
方７名、現地ス
タッフ４名）

職員２６名

（うち国１名、地
方２０名、現地ス
タッフ５名）

職員１６名

（うち国１名、地
方１１名、現地ス
タッフ４名）

職員１１名

（うち国２名、地
方６名、現地ス
タッフ３名）

職員１２名

（うち国１名、地
方７名、現地ス
タッフ４名）

担
当
地
域

アメリカ合衆国
及びカナダ

原則として連合
王国、アイルラン
ド、ドイツ、オース
トリア、オランダ、
デンマーク、ノル
ウェー、スウェー
デン及びフィンラ
ンド

原則としてフラン
ス、ベルギー、ル
クセンブルグ、ス
イス、イタリア、ス
ペイン及びポルト
ガル

原則としてシン
ガポール、マレー
シア、フィリピン、
インドネシア、ブ
ルネイ、タイ、ベト
ナム、ラオス、ミ
ヤンマー、カンボ
ジア及びインド

原則として大韓
民国

原則としてオー
ストラリア及び
ニュージーランド

原則として中華
人民共和国

７つの海外事務所(H28)



Ⅰ 自治体の海外における経済活動を支援
Ⅱ 多文化共生のまちづくりを支援
Ⅲ 草の根交流と次世代グローバル人材を育成するＪＥＴプロ
グラムを推進

重 要 分 野
※「中期経営計画」（平成２４～２８年度）の７本柱

クレアの業務

Ⅴ 自治体のニーズに応える情報の収集・発信を強化
Ⅵ 自治体のグローバル人材を育成
Ⅶ 海外事務所を自治体の頼れる海外拠点に

グラムを推進
Ⅳ 多様な国際交流・国際協力を支援

共 通 基 盤



平成28年度事業計画の概要



クレアの予算概要①



クレアの予算概要②


